
人権・ジェンダーについて考える連続講座

主催 夫婦別姓について考えるシンポジウム実行委員会

協賛 高知憲法アクション 高知県革新懇 高知憲法会議 高知県学習協

令和８年度ソーレえいど事業
この事業は（公財）こうち男女共同参画社会づくり財団の助成金を受けて実施します

人権啓発センターには駐車場がありません。ソーレの駐車場は大変狭いため公共交通機関のご利用をお願いします。

第１回

ワークショップ

旧姓法制化で何がどう変わるの？
5月24日（日）13:30～15:30

会場 こうち男女共同参画センター「ソーレ」研修室１ （定員30名） 無料

話題提供 近藤恭典さん（弁護士・高知法律事務所）

第２回
講演会

憲法13条（個人の尊重 幸福追求権）と
ジェンダー平等

9月26日（土）14:00～16:00
会場 人権啓発センター ６階ホール （定員100名程度）

参加費 ５００円 チケット有 （学生無料） 申し込み不要

講師 白神優理子さん （弁護士・八王子法律事務所）
し ら が ゆ り こ

第３回

ワークショップ

「選択肢のある社会」を実現するには？
～生き方、名前、生きる性を選択する自由～
12月13日（日）1３：３0～1５：３０

会場 こうち男女共同参画センター「ソーレ」研修室１ （定員30名） 無料

話題提供 長澤紀美子さん（高知県立大学社会福祉学部教員）

私たちは、ジェンダー平等を実現する立場から選択的夫婦別姓の法制化を求めて活動してきました。
夫婦が同じ姓を名乗ることを強制している国は日本以外に見当たりません。改姓による不利益、不都
合を引き受けているのは概ね女性です。これは間接的な差別だと言えます。
今国会で法案が提出されようとしている「旧姓の通称使用の法制化」は、「選択的夫婦別姓制度」と

は似て非なるもの。根本的な問題は解決されません。
人格権の一部である「名前」を切り口としながら、女性、性的マイノリティの生き方、アイデンティティ、

人権を包括的に考え合う機会とします。どなたでも参加できます。 申し込みは不要です。席数の可能
な限り入場いただけます。

連絡先 huhubetsusei@gmail.com   080-6628-9964(森）

後援 高知県 高知市 高知新聞社 毎日新聞高知支局 読売新聞大阪本社高知支局
朝日新聞高知総局 RKC高知放送 KSSさんさんテレビ KUTVテレビ高知
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